
板橋区立男女平等推進センター団体登録要綱 

                        平成 11年 10月 1日区長決定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、板橋区立男女平等推進センター条例施行規則（平成１１年板橋区

規則第５５号。以下「規則」という。）第３条第２項の規定に基づき、板橋区立男女

平等推進センターの団体登録（以下「登録」という。）手続きについて必要な事項を

定めるものとする。 

 

（登録の届出） 

第２条 登録を希望する団体は、男女平等推進センター団体登録届出書兼印刷機利用者

カード交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しな

ければならない。 

（１） 規約その他これに準ずるもの 

（２） 会員名簿 

（３） 事業報告書 

（４） その他区長が必要と認める書類 

 

（登録の要件） 

第３条 登録を受けようとする団体は、規則第３条に定める要件のほか、男女平等の推

進に関する学習・活動を現に行っている団体とする。 

 

（登録の決定） 

第４条 区長は、第２条の届出を審査し、登録を決定する。 

 

（登録の有効期間） 

第５条 登録の有効期間は、登録日の年度を含む 3年度間とする。 

 

（印刷機の利用） 
第６条 登録を受けた団体は、男女平等推進センター印刷機使用基準（平成 20 年 2 月 28

日児童女性部長決定）の規定による印刷機を使用することができる。 
 

（変更の手続） 

第７条 登録団体は、第２条の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、男女平

等推進センター団体登録変更届（別記第２号様式）及びその他必要な書類を区長に提

出しなければならない。 

 

（登録の取消） 

第８条 区長は、登録団体が次の各号の一に該当する場合は、当該団体の登録を取り消

すことができる。 

（１）登録団体が登録の廃止を申請したとき。 



（２）規則第 3条の要件に該当しなくなったと認められたとき。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

 

 

 

    付 則 

１ この要綱は、平成１１年１０月１日より適用する。 

２ この要綱の適用日以前に登録を受けている団体については、この要綱による登録と 

 みなす。 

３ この要綱は、平成２０年４月１日より適用する。 

４  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

５  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

６ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



第1号様式（第2条関係）

住所

住所

板橋区立男女平等推進センター団体登録届出書兼
印刷機利用カード交付申請書

年　　　月　　　日

申請者名

申請内容 　１．新規　　　　　　　２．更新

ふりがな

団体名

代
　
表
　
者

ふりがな

氏　名

自宅電話             （　　 　　　）

携帯電話             （　　 　　　）

連
　
絡
　
者

ふりがな

氏　名

自宅電話             （　　 　　　）

携帯電話

FAX             （　　 　　　）

〒　　　　－　　

メールアドレス

            （　　 　　　）

FAX             （　　 　　　）

〒　　　　－　　

メールアドレス

活動分野
（あてはまるも
のすべてに

○）

　１．男女平等　２．家族・家族関係　３．こころ・性　４．育児・子育て　５．教育
　６．健康　７．福祉　８．地域コミュニティ　９．生活一般　１０．仕事　１１．防災
　１２．その他（　      　                 　　 ）

構成人数
（会員名簿は
別紙のとおり）

合計
区内在住・
在勤・在学

その他 設立年月日
（規約は別紙

のとおり）
　　　　年　　　　月　　　　日

人 人 人

活動状況 　定期　　　　・　　　不定期 週に　　　　回程度　　又は　　月に　　　　回程度

活動目的

活動内容

印刷機の利
用

　１．あり　［使用目的：主に　団体の会報　学習資料　チラシ　その他（　　　　　）］
　２．なし

団体の
発行物等

なし あり 機関誌（年　　　回）　、　その他（　　　　　　　　　）

＜事務処理欄＞
申請書受理 受付 印刷機利用登録

年　　月　　月
発行
日

　　年　　　月　　　日
登録
証



第2号様式（第7条関係）

板橋区立男女平等推進センター団体登録変更届

年　　　月　　　日

届出者名

ふりがな

団体名

年　　月　　月
発行
日

　　年　　　月　　　日
登録
証

変更年月日 　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

 １．団体名　　 ２．代表者　　３．連絡者　　４．構成人数　　　５．活動状況　　　６．活動目的

 ７．活動内容　　８．活動分野　　９．印刷機の利用　　１０．団体の発行物　　１１．その他（　　　　　　　　）

＜事務処理欄＞
届出書受理 受付 印刷機利用登録

変更事項

新
（変更後）

旧
（変更前）
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